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市
町
村
の
合
併
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

市
町
村
の
合
併
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律

「
第
四
章

市
町
村
の
合
併
の
推
進
に
関
す
る
構
想
等
（
第
五
十
八
条
―
第
六
十
四
条
）

「
第
四
章

補
則
（

目
次
中

第
五
章

補
則
（
第
六
十
五
条
・
第
六
十
六
条
）

を

第
五
章

罰
則
（

第
六
章

罰
則
（
第
六
十
七
条
―
第
六
十
九
条
）

」

第
五
十
八
条
・
第
五
十
九
条
）

に
改
め
る
。

第
六
十
条
―
第
六
十
二
条
）

」

第
一
条
中
「
推
進
に
よ
る
市
町
村
の
規
模
の
適
正
化
」
を
「
円
滑
化
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
第
六
項
を
削
り
、
第
七
項
を
第
六
項
と
し
、
第
八
項
を
第
七
項
と
し
、
同
条
第
九
項
中
「
第
七
項
」
を
「
第
六
項

」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
十
項
中
「
第
七
項
」
を
「
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
す
る
。

第
七
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
同
条
と
す
る
。
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第
八
条
第
四
項
中
「
市
町
村
の
合
併
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、

「
地
方
自
治
法
」
の
下
に
「
第
九
十
条
第
五
項
又
は
」
を
加
え
、
同
条
第
七
項
中
「
市
町
村
の
合
併
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律

」
を
「
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
地
方
交
付
税
の
額
の
算
定
の
特
例
）

第
十
七
条

国
が
地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
合
併
市
町
村
に
対
し
て

毎
年
度
交
付
す
べ
き
地
方
交
付
税
の
額
は
、
当
該
市
町
村
の
合
併
が
行
わ
れ
た
日
の
属
す
る
年
度
及
び
こ
れ
に
続
く
五
年
度

に
つ
い
て
は
、
同
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
合
併
関
係
市
町
村
が
当
該
年
度
の
四
月
一

日
に
お
い
て
な
お
当
該
市
町
村
の
合
併
の
前
の
区
域
を
も
っ
て
存
続
し
た
場
合
に
算
定
さ
れ
る
額
の
合
算
額
を
下
ら
な
い
よ

う
に
算
定
し
た
額
と
し
、
そ
の
後
五
年
度
に
つ
い
て
は
、
当
該
合
算
額
に
総
務
省
令
で
定
め
る
率
を
乗
じ
た
額
を
下
ら
な
い

よ
う
に
算
定
し
た
額
と
す
る
。

第
二
十
四
条
第
十
三
項
及
び
第
三
十
六
条
第
七
項
中
「
市
町
村
の
合
併
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
市
町
村
の
合
併
の

特
例
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。
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第
四
十
九
条
第
一
項
第
二
号
中
「
財
産
」
を
「
不
動
産
」
に
改
め
る
。

第
四
章
を
削
る
。

第
六
十
五
条
第
一
項
中
「
自
主
的
な
市
町
村
の
合
併
を
推
進
す
る
た
め
、
こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
」
を

「
こ
れ
ら
の
求
め
に
応
じ
、
市
町
村
の
合
併
に
関
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
自
主
的
な
市
町
村
の
合
併
の
推
進
」
を

「
市
町
村
の
合
併
の
進
展
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
自
主
的
な
市
町
村
の
合
併
を
推
進
す
る
た
め
、
こ
の
法
律
に
定
め
る

も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
」
を
「
そ
の
求
め
に
応
じ
、
市
町
村
の
合
併
に
関
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
、
こ
の
法
律
に

定
め
る
も
の
の
ほ
か
」
を
削
り
、
第
五
章
中
同
条
を
第
五
十
八
条
と
し
、
第
六
十
六
条
を
第
五
十
九
条
と
す
る
。

第
五
章
を
第
四
章
と
す
る
。

第
六
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
、
第
五
条
第
十
五
項
若
し
く
は
第
六
十
一
条
第
十
一
項
」
を
「
若
し
く
は
第
五
条
第

十
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
、
第
五
条
第
十
五
項
若
し
く
は
第
六
十
一
条
第
十
一
項
」
を
「
若
し
く
は
第
五
条
第
十

五
項
」
に
、
「
第
五
条
第
三
十
項
又
は
第
六
十
一
条
第
二
十
五
項
」
を
「
同
条
第
三
十
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五

項
中
「
、
第
五
条
第
十
五
項
若
し
く
は
第
六
十
一
条
第
十
一
項
」
を
「
若
し
く
は
第
五
条
第
十
五
項
」
に
改
め
、
第
六
章
中
同

条
を
第
六
十
条
と
す
る
。
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第
六
十
八
条
第
一
項
中
「
又
は
第
六
十
一
条
第
二
十
五
項
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
第
六
十
一
条
第
二
十
六
項
」

及
び
「
こ
れ
を
」
を
削
り
、
同
条
を
第
六
十
一
条
と
し
、
第
六
十
九
条
を
第
六
十
二
条
と
す
る
。

第
六
章
を
第
五
章
と
す
る
。

附
則
第
二
条
第
一
項
中
「
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
二
条
第
一
項
の
改
正
規
定
は
、
公
布

の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
適
用
区
分
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
の
規
定

は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
行
わ
れ
る
市
町
村
の
合
併
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
行
わ
れ
た
市
町
村
の
合
併

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
経
過
措
置
）
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第
三
条

新
法
第
十
七
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
行
わ
れ
る
市
町
村
の
合
併
に
係
る
合
併
市
町
村
に
交

付
す
べ
き
地
方
交
付
税
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
行
わ
れ
た
市
町
村
の
合
併
に
係
る
合
併
市
町
村
に
交
付

す
べ
き
地
方
交
付
税
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
市
町
村
の
合
併
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（

以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

第
四
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
旧
法
第
六
十
一
条
第
二
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
合
併
協
議
会
が
置
か
れ
た
場
合
及
び
次
条
の

規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
項
の
規
定
に
よ
り
合
併
協
議
会
が
置
か
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、

旧
法
第
六
条
第
六
項
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

第
五
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
旧
法
第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
が
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
第
二
項

か
ら
第
二
十
八
項
ま
で
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

第
六
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
旧
法
第
六
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
の
規
定
は

、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
市
町
村
の
合
併
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条

第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
」
と
、
「
市
町
村
の
合
併
の
特
例
等
に
関

す
る
法
律
第
六
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
合
併
推
進
審
議
会
の
委
員
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
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日
に
お
い
て
市
町
村
の
合
併
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第

号
）
に

よ
る
改
正
前
の
市
町
村
の
合
併
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
六
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
合
併
推
進
審
議
会
の
委
員

で
あ
つ
た
者
」
と
す
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
附
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合

に
お
け
る
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
国
民
健
康
保
険
法
の
一
部
改
正
）

第
八
条

国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
十
三
条
中
「
市
町
村
の
合
併
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
」
に
、

「
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

（
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
に
係
る
電
磁
的
記
録
式
投
票
機
を
用
い
て
行
う
投
票
方
法
等
の
特
例
に
関

す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
九
条

地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
に
係
る
電
磁
的
記
録
式
投
票
機
を
用
い
て
行
う
投
票
方
法
等
の
特
例
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に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
三
条
の
見
出
し
を
「
（
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
に
係
る
特
例
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
平
成
二
十

二
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
」
に
、
「
市
町
村
の
合
併
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
市

町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
、
第
五
条
第
二
十
一
項
若
し
く
は
第
六
十
一
条
第
十
七
項
」
を
「
若
し
く
は

第
五
条
第
二
十
一
項
」
に
改
め
、
「
若
し
く
は
第
六
十
一
条
第
二
十
八
項
」
を
削
る
。

（
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
条

行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
市
町
村
の
合
併
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
の
項
中
「
市
町
村
の
合
併
の
特
例
等

に
関
す
る
法
律
」
を
「
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
、
第
五
条
第
一
項
及
び
第
十
五
項
並
び
に
第
六
十

一
条
第
十
一
項
」
を
「
並
び
に
第
五
条
第
一
項
及
び
第
十
五
項
」
に
改
め
、
「
又
は
第
六
十
一
条
第
二
十
五
項
」
を
削
る
。
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理

由

自
主
的
な
市
町
村
の
合
併
が
引
き
続
き
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
市
町
村
の
合
併
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
の
期
限
を
十
年
間

延
長
す
る
と
と
も
に
、
市
町
村
の
合
併
が
相
当
程
度
進
捗
し
て
い
る
こ
と
等
に
か
ん
が
み
都
道
府
県
等
の
積
極
的
な
関
与
に
よ

ち
ょ
く

る
市
町
村
の
合
併
の
推
進
を
定
め
て
い
る
規
定
を
廃
止
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


